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所
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修正案要旨

一　指定障害福祉サービス事業者等は、障害者等の意
思決定の支援に配慮するとともに、常に障害者等の
立場に立って支援を行うように努めなければならない
ものとすること。要旨

二　市町村が行う地域生活支援事業として、意思疎通
支援を行う者の派遣等の便宜を供与する事業及び意
思疎通支援を行う者を養成する事業を、また、都道
府県が行う地域生活支援事業として、特に専門性の
高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する
事業及び意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町
村相互間の連絡調整等の広域的な対応が必要な事
業を加えるものとすること。



• 三　市町村及び都道府県が障害福祉計画に定める事項に、障害
福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の
確保に係る目標に関する事項並びに地域生活支援事業の種類
ごとの実施に関する事項を加えるものとすること。

• 四　「障害程度区分」を「障害支援区分」に改めるとともに、「障害
支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の
状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す
ものとして厚生労働省令で定める区分をいうものとすること。また、
政府は、「障害支援区分」の認定が、知的障害者及び精神障害
者の特性に応じて適切に行われるよう必要な措置を講ずるもの
とすること。

• 五　政府がこの法律の施行後三年を目途としてに検討を加える
内容に、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害
者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点
からの成年後見制度の利用促進の在り方並びに精神障害者及
び高齢の障害者に対する支援の在り方を加えるものとすること。



地域社会における共生の実現に向けて新たな障
害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備

に関する法律案に対する附帯決議　　　



政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点

について適切な措置を講ずべきである。　

１　意思疎通支援を行う者の派遣及び養成につい
ては、利用者が支援を受けやすくする観点から、
窓口は市町村を基本としつつ、市町村及び都道
府県の必須事業については、支援が抜け落ちる
ことなく、適切な役割分担がなされるようそれぞ
れの行う事業を具体的に定めること。

２　意思疎通支援を行う者の派遣については、個
人利用にどどまらず、複数市町村の居住者が集
まる会議での利用など、障害者のニーズに適切
に対応できるよう、派遣を行う市町村等への必
要な支援を行うこと。



３　障害福祉計画の策定に当たっては、中長期的
なビジョンを持ちつつ、障害者の地域生活に対
する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮
すること。

４　障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据
えつつ、障害児・者の地域生活支援をさらに推
進する観点から、ケアホームと統合した後のグ
ループホーム、小規模入所施設等を含め、地域
における居住の支援の在り方について、早急に
検討を行うこと。

５　難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就
労等の総合的な支援施策について、法整備も含
め早急に検討し確立すること。



小規模入所施設等は何か
• 介護保険の施設でサテライト型がある。たとえば特
養、老健のサテライト型がすでにある定員20名以内。
職員配置基準が緩和されている。

• 障害者施設でも旧法で特区でサテライト型があった。
４名～20名

• すでにグループホームは2名～10名、2ユニット20
名、3ユニット30名の規模も存在する。

• グループホームと施設入所支援（30名から）の中間
的な居住形態を考えているのかもしれない。

• グループホームのサテライトも検討課題にあるので、
　多様な選択肢が地域に資源として存在するようにな
る。



居住の想定できるイメージ
• 一人暮らし
• 家族との暮らし
• グループホームのサテライト型（アパート等でひとり暮
らし）

• グループホーム（2人から5人）
• グループホーム（6人から10人）（11人から20人）（21人
から30人）

• 地域移行型ホーム（旧入所施設、精神科病院敷地内ー
有期限）

• 宿泊型自立訓練(旧通勤寮などから移行ー有期限）
• 小規模入所施設（4人から20人、施設入所支援のサテ
ライト型）

• 施設入所支援（30人以上、集合型、ユニット型）
• その他、小規模多機能型施設、共生型など



障害者総合福祉法では

住居は2人から4～５人で グループホームは家庭のように

グループホーム、ケアホームは 制度名はグループホームに

障害者自立支援法では

支援費制度では

一軒のグループホームが一つの事業所でした。知的障害は4人から7人まで。
精神障害は4人以上で10名から15名のグループホームもありました。

世話人の配置だけでした。

1軒でも、全体でも一事業者

管理者、サービス管理責任者、支援員、世話人、夜間支援員等がスタッフに
区分4以上で個別的なホームヘルプが使えるようになる。



自立支援法になって



自立支援法になって　その２

一方では一住居１０人のグループホームもできつつある。



ユニット式の入所施設とどこが違うのか？

１階１０名
２階１０名

１階１０名
２階１０名

同じ敷地に
１０名の戸建×３棟分＝３０名
のグループホーム等ができたり

同じ敷地に
１０名×２階（ユニット）×２棟分＝４０名
のグループホーム等ができたり

同じ敷地に
５名の戸建×６棟分＝３０名
のグループホーム等ができたり



北海道でこの間、入所施設がなくなった事例

• 手稲この実寮　　　知的入所更生　　　　44名
(昭和48年1月設立）

• ひかり学園　　　　 知的障害児入所　　 30名
　（昭和38年10月設立）

• 美深のぞみ学園　知的入所授産　　　　50名
　（平成2年4月設立）

• 芦別双葉学園　　 知的入所授産　　　　50名
（昭和60年4月設立）



■　北海道独自事業「事業転換促進事業」【２２年度新規】について
○入所型施設の定員削減と地域の受け皿充実をセットで実施
○具体的には、
　・入所施設の事業転換を促進。複数法人の連携した対応も検討。
　・入所定員削減と受け皿体制整備の事業転換計画を提出
　・事業転換を促進するため、入所施設に対し、入所定員の削減率
　
　　（＝事業転換規模）に 応じた「事業転換奨励金」を交付
　・適切な事業転換を支援するため、専門的なコンサルタントによ
　　るアドバイスを実施

「地域移行推進」と「地域の在宅支援基盤充実」の「一石二鳥」！

■入所施設事業転換促進事業（仮称）について

事業規模

２カ年で１０億円！



30



入所施設事業転換交付金で施設を
閉鎖したところ

• 稚内市　　　　身体障害者入所更生　30名
• 新十津川町　知的障害者入所更生　70名
• 白老町　　　　知的障害者入所更生　40名
その他５名から５0名の入所定員削減計画が24
年１月末まで協議。終了。

北海道は1年6ヶ月で1000人の入所施設定員
削減計画に１０億の予算化をし、最終的には、
41入所施設678人の定員が削減された。



定員削
減年度

施設数 削減数（人）

22年度 　　５ 　　９９ 　　３ 　　１ 　　１

22年度
23年度
2ヵ年

　　６ 　１５４ 　　２
　

　　２ 　　１ 　　１

23年度 　３０ 　４２５ 　　６ 　１７ 　　４ 　　１ 　　２

合　　計 　４１ 　６７８ 　　９ 　２０ 　　６ 　　２ 　　４

５～９

施設数（定員削減数別）

10～19 20～29 30～39 40～

障がい者入所施設事業転換促進交付金による入所施設の定員削減状況

　※障がい児施設も含む



６　精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の
整備、医療、福祉を包括したサービスの在り方、精神障
害やその家族が行う相談の在り方等の支援施策につ
いて、早急に検討を行うこと。

７　障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度
の利用促進の在り方の検討と併せて、成年被後見人
の政治参加のあり方について、検討を行うこと。

８　障害者の就労の支援の在り方については、障害者の
一般就労をさらに促進するため、就労移行だけでなく
就労定着への支援を着実に行えるようなサービスの在
り方について検討するとともに、一般就労する障害者を
受け入れる企業への雇用率達成に向けた厳正な指導
を引き続き行うこと。



９　障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都
市計画制度の取扱いについて、社会福祉事業の円滑
で安定的な運営に資するべく所要の配慮が行われる
よう、地方自治体に対し周知する等の措置を講ずるこ
と。

10　常時介護を要する障害者等に対する支援その他の
障害福祉サービスの在り方等の検討に当たっては、国
と地方公共団体との役割分担も考慮しつつ、重度訪問
介護等、長時間サービスを必要とする者に対して適切
な支給決定がなされるよう、市町村に対する支援等の
在り方についても、十分に検討を行い、その結果に基
づいて、所要の措置を講ずること。



３月１２日　最終の推進会議が行われた。

３月１３日　閣議決定される！



制度改革は、当事者を中心に

• 特に知的障害のある人、個別的な支援が必
要な人には、わかりやすい情報提供（ただ単
にルビ、振り仮名を入れるだけではなく、わか
りやすい文章が必要）と情報提供の工夫が必
要！

• 推進会議、総合福祉部会での当事者参加の
成果と課題を、今後の障害者政策委員会を
含め都道府県、市町村の各種会議に当事者
参画をする場合に配慮すべきだ！

• 福祉協会も育成会も組織の中に当事者を参
画できる検討が必要でないだろうか。



第１回障がい者制度改革推進会議に構成員として参加した
PF北海道の土本秋夫（つちもとあき）さん。２０１０．１．１３．



デスク



わかりやすい版（ばん）作成（さくせい）チーム



内閣府共生社会の
ホームページから



障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会に
参加の知的障害のある当事者構成員の皆さん

「手をつなぐ」に三人の対談が掲載されています。



土本さんのデスク



最初はイエローカード

約B5の大きさ 要約筆記のモニターも要望



作業チームの当事者席から



会議にカードの導入を



介護保険との関わり（問題と課題）
• 介護保険優先で不利益をこうむる利用者はいないですか？
障害福祉サービスの支給決定を65歳になってストップされた
等

• 施設入所支援＋生活介助介護の利用者は、介護保険の被
保険者から除外されました。介護保険スタート時、十分な人
的支援が行われる施設は除外施設となったはず！では障害
者支援施設の現在の職員体制は十分か？不十分ではない
か！

• では介護保険のサービスを利用するときは、どうするのか？
３ヶ月以内（これは見直すべき！）に施設を退所する予定の
場合（待機期間もあるので、必ずしも退所が条件でない）は、
施設所在地の市町村が要介護認定をすることができる。し
かし、この事を承知している窓口職員は少ない。

• 市町村民税非課税世帯の利用者は現在障害福祉サービス
の利用料は０円、在宅、GH利用者が介護保険のサービスを
利用する時は１割負担がかかっている。



障害者制度改革の推進にための基本的方
向（第一次意見書）２２．６．７から　　

１．序
“Nothing about us without us” (私たち抜きに私たち
のことを決めるな) は、「障害者の権利に関する条約
（仮称）（Conventionon the Rights of Persons with 
Disabilities）」（以下「障害者権利条約」という。）策定
の過程において、すべての障害者の共通の思いを示
すものとして使用された。これは、障害者が一般社会
から保護される無力な存在とされ、自分の人生を自ら
が選択し、自らが決定することが許されなかった障害
者の共通の経験を背景としている。そして、一般社会
による保護的支配からの脱却と普通の市民としての
権利を持つ人間であることを強く訴えるものであった。



まとめ
• 障害者総合福祉法の骨格提言を障害者総合支援法で段階
的に実現できるようにする。

• 論議の過程は、オープンにし、当事者、家族、事業所団体な
ど広範な参加を可能にし、地方でも当事者ヒヤリングを実施
していく。

• 措置制度、支援費制度、障害者自立支援法、障害者自立支
援法一部改正、障害者虐待防止法、障害者基本法一部改
正、障害者総合支援法、障害者差別禁止法とめまぐるしく変
わる法制度を障害のある人が地域で安心して快適に暮らせ
るように普遍的な制度にするように、当事者の声を反映して
実現しよう。

• 障害者政策委員会のもと障害当事者の声を反映できるよう
に委員会を作り、当事者の声を反映できるようにする。内閣
府、厚生労働省、当事者団体、育成会、福祉協会等の各団
体も全面的に協力できる体制をとり支援していく。


